
令和２年４月２日 

保護者各位 

新型コロナウイルス県内発生に伴う対応について 

すずたこども園 

４月１日に諫早市内において感染症の発症者が確認されたことにより、本日より下記の

とおりの対応をとりますのでご確認の上、ご理解ご協力よろしくお願いいたします。 

○こども園 

１．保護者の方はマスクの装着、玄関でのアルコールによる除菌の徹底をお願いします 

  職員は常時マスクの着用、就業に際しては検温を実施します 

２．園児の受入れは廊下までとし、廊下の外側の窓は全開で網戸とする 

  37.5 度以上の発熱の場合は受入れできませんのでご注意ください（発熱でのお迎え） 

３．登園時間帯は、受け入れ態勢をとり、保護者とのやり取りは短時間で済ませる 

４．お集まりは必要最小限とし集団をできるだけ控える（朝、帰りの歌は歌わないこともあ

ります）必要によりクラス別、少人数の活動に制限する 

５．先生は大きな声で話をしたり、注意をしたりしない 

６．製作などについては、対面を避け交互に着席するなどの工夫を行う 

７．天候や気温により屋外での活動を増やし、お当番活動、お手伝い保育は当分自粛 

８．手洗いうがいの励行（手拭タオルは混在させない） 

９．各部屋は１時間ごとに換気を行う。空気清浄機の２４時間稼働（静音モード） 

１０．次亜塩素水消毒液等による自動ドアボタン、各部屋の蛇口、ドアノブの消毒 

１１．給食は出来るだけ間隔をとりもぐもぐタイムを活用する 

１２．3歳以上の歯磨きは中止し、コップは毎日持ち帰りと持参をお願いします 

１３．常に体調を把握し定期的な検温以外でも、必要により検温を行う 

１４．お迎えにおいても保護者は廊下までとする（廊下の窓は全開網戸） 

１５．各部屋終了後は次亜塩素水消毒液による消毒を実施する 

１６．不要な来客は避け外またはインターフォンでの対応、外部業者が入室の際は、消毒、

マスク装着を徹底する 

１７．自粛要請中の県、市への外出は控え、食事会などの出席は見合わせる。出席する場合

は防止対策としてマスク着用や短時間、間隔をとるなど自衛による対策をとること 

１８．感染がご心配な方で家庭保育が可能の場合は、家庭保育がより安全です 

１９．濃厚接触、感染の疑いなどがある場合は電話連絡の上、2週間程度お休みください 

２０．その他「保育所における感染症対策ガイドライン」「新型コロナウイルス感染症対策

マニュアル」等及び市の要請を遵守した対応をとります 

※今後の状況によっては変更もありますので、ご理解ご協力よろしくお願いします。 


